
 

 

                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎開催日    平成 31年 2 月 16 日（土） 
 
◎開催時間  午前 ９：３０ ～ １１：３０ （終了予定） 
 
◎開催場所  JA信州うえだ 本所３階 （ハニーウェル） 

    上田市大手２－７－１０          

◎募集定員  １００名 ※定員に達し次第終了させて頂きます 
 

◎テーマ  「相続法改正と税制改正」 
 
◎講 師   柴原 一 税理士 （ＪＡ全中・ＪＡまちづくり資産管理情報顧問税理士） 

 

※駐車場はハニーウェルまたは上田城跡北観光駐車場をご利用ください。 

上田城跡北観光駐車場をご利用の場合は当日、駐車券をセミナー会場にご持参ください。

（駐車料金ＪＡ負担） 
 

 

お問い合わせ・お申し込み 

 ●最寄りのＪＡ各支所・各店窓口 

●プレミアムサロン 電話 23-1145 FAX 29-3066  
  

うちはどれくらい

かかるかな？ 

有効な節税対策 

って？ 
 

相続法の改正と有効な相続対策を

税理士がわかりやすく解説します。 


